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住宅の不具合は、建設・販売した住宅事業者に直す責任があります。

種類または品質に関して契約＊の内容に
適合しない状態

瑕疵を修補したり、損害を賠償
したりすること

直す責任を果たすための費用は、保険か供託で確保されています。

つまり住宅品質確保法でいう「瑕疵担保責任」とは、契約の目的物である新築住宅に瑕疵があった場合に、
これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。

＊住宅品質確保法に定める瑕疵担保責任においては、住宅の引渡しに係る請負契約、売買契約を指します。

もしも、不具合（瑕疵）が発見された場合でも確実に修補できるように、
修補に必要な資力を保険か供託により確保することが
住宅瑕疵担保履行法により義務づけられています。

保証される部分と期間は、住宅品質確保法に定めるものと同じです。

引き渡す住宅ごとに住宅事業者が保険に加入します。保険金により修補費用を確保します。
不具合（瑕疵）を直すための費用として、JIOは住宅事業者に保険金をお支払いします。
住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様からJIOへ直接保険金を請求することができます。

引き渡す住宅の戸数に応じて住宅事業者が供託所に保証金を預けることにより修補費用を確保します。
不具合（瑕疵）を直すための費用として、住宅事業者が保証金を利用することはできません。
住宅事業者が倒産等の場合に限り、住宅取得者様から供託所（法務局）へ還付請求をすることができます。

住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様がこの費用を請求できます。
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住宅事業者が万が一の不具合（瑕疵）に備えて、
個々の新築住宅ごとに加入する保険です。
※住宅取得者様から直接お申込みいただく保険
　ではありません。

建築中に、瑕疵保険の設計施工基準に
基づく検査を実施します。
※保険の引受けが可能かどうかを確認する
　ための検査です。

万が一、住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者
様からJIOへ直接保険金を請求することができます。

修補費用を保険金がサポートするので、万が一、
保険期間中に床の傾斜・雨漏り等が発生した
場合でもスムーズに修補工事が行えます。

「保険対象の住宅」について
この保険は、構造や工法等を問わず、すべての新築住宅
を対象としています。
戸建住宅のほか、分譲マンションや賃貸住宅（アパート）
などの共同住宅も対象です。

「JIOわが家の保険」とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険としてJIOがご提供するものです。
保険期間中に床の傾斜や雨漏り等、保険の対象となる不具合（瑕疵）が発見され
た場合、住宅事業者が負担した修補費用を
保険金として住宅事業者にお支払いします。

※保険対象となる事故は
　5ページをご参照ください。
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引渡後の不具合として多い雨漏りの対策
として、JIOでは、オプションで雨水の浸入
を防止する部分の検査を実施しています。

費用はご利用にあたっての申請手数料（1回1万円・非課税）のみです。法律の専門家である弁護士と建築
の専門家である一級建築士等が、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。 

＊保険の引受けが可能かどうかを確認するための検査であり瑕疵がないことを証明するものではありません。

（土、日、祝休日、年末年始を除く）

基礎の鉄筋の太さや
間隔等をチェックします。

柱の位置や筋かいの
取付状況等をチェックします。

対象住宅の保険対象部分＊の瑕疵に起因して構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさない場合または雨水
の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合を「事故」といいます。
＊構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分をいいます。

住宅事業者より「保険内容のご案内（重要事項説明書）」を受
け取り、保険内容について説明を受けてください。保険内容に
ついてご理解いただけましたら、「契約内容確認シート」にご署
名または記名押印のうえ、住宅事業者にお渡しください。

JIOは住宅事業者へ「保険証券」を発行する際、あわせて住宅取得
者様向けの「保険付保証明書」を送付しています。住宅事業者より
お受け取りいただき、大切に保管してください。

現場検査のタイミング（木造軸組工法2階建ての戸建住宅の場合※階数4以上の場合、検査の種類と回数が異なります。）

保険の加入にあたって、建築中に現場検査＊を実施します。検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についてチェックします。

躯体検査 追加外装下地検査
（オプション）

基礎配筋検査

※ 実施には通常の保険料、検査料とは
　 別に費用がかかります。

※一部の保険付き住宅は申請料が異なる場合があります。 詳しくは住まいるダイヤルまでお問い合わせください。

＊…屋根もしくは
外壁の内部または
屋内にある部分

木造（軸組工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分

開口部

基礎

斜材

柱

壁

横架材

小屋組

屋根版

床版

土台

外壁

屋根

鉄筋コンクリート造（壁式工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分

外壁

屋根

排水管＊

開口部

基礎杭

基礎

壁

屋根版

床版

建築中の現場検査が事故の発生防止につながります。

保険対象となる事故

【第三者機関】

03-3556-5147
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SN1015-14(2025.05)

9:00～17:00

住宅取得者様からのこの保険に関するお問合わせ・ご相談・苦情や、保険対象事故発生時に
住宅事業者が倒産等の場合により連絡が取れない場合は、JIOへご連絡ください。

この保険の詳しい内容については
「保険内容のご案内（重要事項説明書）」をご覧ください。
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国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
国土交通大臣登録 住宅性能評価機関
国土交通大臣登録 建築物エネルギー消費性能判定機関
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